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はじめにはじめにはじめにはじめに――――――――本報告書本報告書本報告書本報告書のののの目的目的目的目的    

 

  電子政府の推進は、2001 年の「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基

本法）」の成立、「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）」の創

設以来、我が国の IT行政の大きな柱の一つとして位置付けられ、様々な推進策が講

じられてきた。こうした政策に投じられた公費も決して小さくない。しかし、その進捗は

芳しいとは言えず、国際的にも決して高い評価を得ていない。 

  なぜこのような結果になっているのかについて、客観的な検証と評価が行われ、そ

の結果が政策の見直し・改善につなげられなければ、そうでなくとも厳しい財政状況

の下で、更に効率の悪い行政投資が続けられるということにもなりかねない。 

  本部会においては、こうした視点から、過去 10 年間（2001～2010）の政策進捗状

況を、特に、①国民の利便性向上、②IT を活用した行政業務のプロセス革新（BPR）、

③電子政府推進体制の整備、の３点を評価軸としてレビューし、電子政府推進策が

当初めざしていたような成果をあげられていない原因を検証し、現在でも依然として

積み残されている重要課題を明らかにする。さらに、この結果を次年度以降の委員会

活動に反映させることをも目的とする。 

 

１１１１．．．．電子政府推進電子政府推進電子政府推進電子政府推進のののの経緯経緯経緯経緯とととと現状認識現状認識現状認識現状認識    

 

電子政府の推進について、その大枠を定めたものは、2000 年 11 月に成立し、

2001 年 1 月より施行されている「IT 基本法」である。IT 基本法においては、「国民の

利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資す

るため」行政の情報化を進める旨が定められており（同法第 20 条）、さらに、公共分

野におけるサービスの多様化と質の向上のために情報通信技術を活用し、そのため

に必要な措置を講ずる（第 21 条）旨が定められている。 

この法律で定められた目標を、もう少し平易に整理してみると、電子政府推進の目

的は、進歩の著しいＩＴ技術を行政に積極的に活用していくことで、 

① 国民が多様なチャネルを通じて、国際レベルでも最高水準の行政サービス

を享受することを可能にする。 

② 行政業務プロセスの革新（BPR）を実現し、行政コストの大幅削減と手続き

の透明化が促進されることで、効率的かつ信頼性が高い行政を実現する。 

③ 行政情報へのアクセスが容易となることで、民間（国民・企業）がエンパワー

メントされ、行政への参画（官民連携）と相互信頼の醸成を促進し、行政プ

ロセスの透明化を実現する。 

というように整理できるだろう。 
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以上のような目的を掲げて電子政府の推進が図られ、また、相当巨額な予算（表

－１）が投じられてきたにもかかわらず、「国連世界電子政府ランキング 2010（注1）」

（表―２）では、日本 17位に対して韓国 1位であった。政府や大学（注2）が実施したそ

れ以外の統計や白書を見ても、日本の評価は決して高くない。日本と韓国の両国間

には行政制度に共通点が多いにもかかわらず、なぜ大きな差が生じたのであろうか。 

 

そのような現状認識の下、以下では、我が国の電子政府関係施策を年代、項目を

追って整理し、その概括的な評価を行う。 

 

表―１ 政府のＩＴ関連予算総額と電子政府関連予算の推移 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ＩＴ関連予算総額（億円） 13016 13114 12484 12168 10887 9694

電子政府関係予算（億円） 4145 4102 5425 5127 4736 5714

電子政府関係予算の比率（％） 31.8 31.2 43.4 42.1 43.5 58.9

出典：ＩＴ戦略本部 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/yosan.html より事務局計算  

 

表―２ 国連世界電子政府ランキングの推移 

2003200320032003年年年年 2004200420042004年年年年 2005200520052005年年年年 2008200820082008年年年年 2010201020102010年年年年
１１１１位位位位 米国 米国 米国 スウェーデン 韓国
２２２２位位位位 スウェーデン デンマーク デンマーク デンマーク 米国
３３３３位位位位 オーストラリア 英国 スウェーデン ノルウェー カナダ
４４４４位位位位 デンマーク スウェーデン 英国 米国 英国
５５５５位位位位 英国 韓国 韓国 オランダ オランダ
６６６６位位位位 カナダ オーストラリア オーストラリア 韓国 ノルウェー
７７７７位位位位 ノルウェー カナダ シンガポール カナダ デンマーク
８８８８位位位位 スイス シンガポール カナダ オーストラリア オーストラリア
９９９９位位位位 ドイツ フィンランド フィンランド フランス スペイン
10101010位位位位 フィンランド ノルウェー ノルウェー 英国 フランス
日本日本日本日本 １８１８１８１８位位位位 １８１８１８１８位位位位 １４１４１４１４位位位位 １１１１１１１１位位位位 １７１７１７１７位位位位

韓国韓国韓国韓国 １３１３１３１３位位位位 ５５５５位位位位 ５５５５位位位位 ６６６６位位位位 １１１１位位位位

出典：国連　Global E-Government Survey  

                                            
1
 国連発表のランキング。評価基準項目は、①E-Government Index、②Online Service Index、

③Infrastructure Index、④Human Capital Index、⑤E-Participation Index である。日本の総合比率は第

1 位の韓国に対して 0.7152 である。出典：http://www2.unpan.org/egovkb/profilecountry.aspx?ID=85 
2
 早稲田大学電子政府・自治体研究所の「早稲田大学電子政府世界ランキング 2011」では、日本の

「行財政改革への貢献度（行政管理最適化）」や「IT による市民の行政参加の充実度」などの項目での

評価が低かった。さらに、同様の傾向が 2010 年版情報通信白書の IT 利活用分野「3.政府の利活用」

ランキングでも示されており、「公的部門での IT 利活用（電子政府）」が、諸外国と比較して大きく遅れ

ていると評価されていると言えよう。 
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表表表表－－－－３３３３：：：：電子政府関連電子政府関連電子政府関連電子政府関連・・・・重要戦略重要戦略重要戦略重要戦略のののの動向動向動向動向（（（（2000200020002000～～～～2010201020102010年年年年））））

年年年年 月月月月 電子政府関連政策電子政府関連政策電子政府関連政策電子政府関連政策のののの動向動向動向動向（ＩＴ（ＩＴ（ＩＴ（ＩＴ戦略本部戦略本部戦略本部戦略本部））））

2000 7 情報通信技術戦略本部を内閣に設置／ＩＴ戦略会議を設置

11 『ＩＴ『ＩＴ『ＩＴ『ＩＴ基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略』』』』をををを決定決定決定決定

11 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）が成立

2001 1 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）を内閣に設置

1 『『『『eeee----JapanJapanJapanJapan戦略戦略戦略戦略』』』』をををを決定決定決定決定

3 e-Japan重点計画を決定

6 e-Japan2002プログラムを決定

11  「e-Japan重点計画、e-Japan2002プログラムの加速・前倒し」

12 ＩＴ分野の規制改革の方向性（ＩＴ関連規制改革専門調査会報告）

2002 6 e-Japan重点計画-2002を決定

2003 7 『『『『eeee----JapanJapanJapanJapan戦略戦略戦略戦略IIIIIIII』』』』をををを決定決定決定決定

8 e-Japan重点計画-2003

2004 2 e-Japan戦略Ⅱ加速化パッケージ

6 e-Japan重点計画-2004

9 ＩＴ国際政策の基本的考え方

12 情報セキュリティ問題に取り組む政府の役割・機能の見直しに向けて

2005 2 IT政策パッケージ-2005

2006 1 『『『『ITITITIT新改革戦略新改革戦略新改革戦略新改革戦略』』』』をををを決定決定決定決定

7 重点計画-2006を決定

2007 4 IT新改革戦略 政策パッケージ

7 重点計画-2007

2008 6 IT政策ロードマップ

8 重点計画-2008

9 オンライン利用拡大行動計画

2009 7 『『『『iiii----JapanJapanJapanJapan戦略戦略戦略戦略2015201520152015』』』』

次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム(2007-2009)中間報告書

8 衆議院総選挙

2010 5 『『『『新新新新たなたなたなたな情報通信技術戦略情報通信技術戦略情報通信技術戦略情報通信技術戦略』』』』

○国民本位の電子行政の実現

　⇒情報通信技術を活用した行政刷新と見える化

　⇒オープンガバメント等の確立  
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２２２２．．．．これまでのこれまでのこれまでのこれまでの施策施策施策施策：：：：そのそのそのその概要概要概要概要とととと評価評価評価評価（（（（2001～～～～2010）））） 
IT あるいは電子政府に関して政府が策定してきた計画・戦略は数多い。ただ、ＩＴ基

本法に基づけば、政府は、３～６年毎に「基本的な政策」の計画を定めるとされており、

そういう観点に立つと、表―３で示した５つの「戦略」が、この基本的な政策の計画で

あると考えられる（2000 年のＩＴ基本戦略は、翌年の「e-Japan 戦略」に取り込まれてい

るので、ここでは取り上げない）。その５つの基本戦略について、主要施策（目標）を

（１）国民の利便性向上、（２）IT を活用した行政業務のプロセス革新（BPR）、（３）電子

政府推進体制の整備、の３分野に整理した概括的な評価は、以下の通りである。 

政 策 目 標 項 目政 策 目 標 項 目政 策 目 標 項 目政 策 目 標 項 目 進 捗 状 況 評 価進 捗 状 況 評 価進 捗 状 況 評 価進 捗 状 況 評 価

■ 2003年 ま で に、 国 が 提 供 す る 実 質 的 に 全 て の 行
政 手 続 き を イ ン タ ー ネ ッ トで 可 能 と する 。

■ 2003年 度 に は 、電 子 情 報 を 紙 情 報 と 同 等 に 扱 う
行 政 を 実 現 す る 。

⇒ 2003年 ま で の 目 標 は 未 達 成
⇒ 「行 政 手 続 オ ンラ イ ン 化 法 」は 2003年 2月 に 施 行
⇒ 「e-JapanⅡ 」に て 、「24時 間 365日 ノン ス トッ プ・ワ ン
ス トッ プの 行 政 サ ー ビ ス を提 供 」と、 「2005年 度 末 ま で
に 、総 合 的 な ワ ン ス トップ サ ー ビ スの 仕 組 み や 利 用
者 視 点 に 立 った 行 政 ポ ータ ル サ イ ト等 を 整 備 す る 」
に 、目 標 を 再 設 定
⇒ 2003年 度 ま で の 目 標 は 未 達 成
⇒ 電 子 情 報 と 文 書 に関 し て は 、2005年 4月 に 「e-文 書
法 」が 施 行 施 行 さ れ 、 法 的 な 枠 組 み は で き て い る が 、
実 態 面 で は 、十 分 進 捗 して い る と は 言 い 難 い

■ 24時 間 365日 ノ ンス トッ プ・ワ ン ス トップ の 行 政
サ ー ビ ス を提 供 す る 。

■ 2005年 度 末 ま で に 、 総 合 的 な ワ ン ス トッ プサ ー ビ
ス の 仕 組 み や 利 用 者 視 点 に 立 っ た 行 政 ポ ー タル サ
イ ト等 を 整 備 す る 。

⇒ 2011年 3月 現 在 、 ２４ 時 間 ３ ６５ 日 の 行 政 サ ー ビ ス
の 提 供 が 十 分 な さ れ て いる とは 言 い 難 い
⇒ 「ＩＴ新 改 革 戦 略 」に て 、 「国 ・地 方 公 共 団 体 に対 す る
申 請 ・届 出 等 手 続 に お け る オ ン ライ ン 利 用 率 を2010
年 度 ま で に 50％ 以 上 と する 」「転 居 や 転 出 の 際 の 窓
口 にお け る 各 種 行 政 手 続 の 一 括 申 請 を 実 現 す る た
め の 情 報 連 携 基 盤 を 開 発 す る」に 、目 標 を 再 設 定
⇒ ワン ス トップ サ ー ビ ス の 仕 組 み の 整 備 は 、2005年
度 末 ま で の 目 標 は 未 達 成 （ワ ン ス トッ プ サ ー ビ ス の 基
盤 と なる 国 民 ＩＤ に つ い て も未 整 備 ）
⇒ 行 政 ポ ータ ル サ イ トに つ い て は 、2004年 1月 に 「e-
G ov（電 子 政 府 の 総 合 窓 口 ）」を 行 政 手 続 案 内 シ ス テ
ム と し て 再 構 成

■ 国 ・地 方 公 共 団 体 に対 す る 申 請 ・届 出 等 手 続 に
お ける オ ン ラ イ ン 利 用 率 を 2010年 度 ま で に 50％ 以
上 と す る 。

■ 転 居 や 転 出 の 際 の 窓 口 に お け る 各 種 行 政 手 続
の 一 括 申 請 を 実 現 す る た め の 情 報 連 携 基 盤 を 開 発
す る 。

⇒ 「オ ンラ イ ン 促 進 行 動 計 画 」（2006年 3月 ）、「オ ン ラ
イ ン利 用 拡 大 行 動 計 画 」（2008年 9月 ）を 策 定
⇒ 2010年 度 末 の 目 標 は 達 成 困 難 （34 .1%：2008年 末 ）
⇒ 「新 た な 情 報 通 信 技 術 戦 略 」（2010年 5月 ）の 国 民
本 位 の 電 子 行 政 の 実 現 に て 、「2013年 ま で に 、国 民
の 50％ 以 上 が 、 サ ー ビ ス を 利 用 す る こと を 可 能 と す
る 。」と、 目 標 を 再 設 定
⇒ 各 種 行 政 手 続 き の 一 括 申 請 の た め の 情 報 連 携 基
盤 は 未 整 備 （「 i-J apan戦 略 2015」に て 、 「幅 広 い 分 野
で ワ ン ス トッ プの 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め の 国 民
電 子 私 書 箱 を 2013年 度 ま で に 整 備 する 」と 、 目 標 を
再 設 定

■ 国 民 ・企 業 等 の 利 用 頻 度 が 高 い 重 点 71手 続 に つ
い て は 、利 用 者 満 足 度 を 高 め る た め 、重 点 的 に 業
務 改 革 に 取 り組 む 。

■ 幅 広 い 分 野 で ワ ン ス トッ プの 行 政 サ ー ビ ス を 提 供
す る た め の 国 民 電 子 私 書 箱 を2013年 度 ま で に整 備
す る 。

⇒ 本 戦 略 策 定 直 後 の 政 権 交 代 に よ り、 殆 ど 実 施 さ れ
て い な い 。民 主 党 連 立 政 権 で 取 り纏 め ら れ た 、 「新 た
な 情 報 通 信 技 術 戦 略 ：国 民 本 位 の 電 子 行 政 の 実 現 」
に て 、
「業 務 プ ロ セ ス を 徹 底 的 に 見 直 すと い う考 え 方 の 下 、
オ ン ライ ン 利 用 に 関 す る 計 画 を2010年 度 中 に取 り ま
と め る 」に 、目 標 を 再 設 定

⇒ 本 戦 略 策 定 直 後 の 政 権 交 代 に よ り、 殆 ど 実 施 さ れ
て い な い 。「新 た な 情 報 通 信 技 術 戦 略 ：国 民 本 位 の
電 子 行 政 の 実 現 」で は 、「国 民 電 子 私 書 箱 」の 文 言 は
表 記 さ れ て い な い

■ 業 務 プ ロ セ ス を 徹 底 的 に 見 直 す と い う考 え 方 の
下 、 オ ン ライ ン 利 用 に 関 す る 計 画 を 2010年 度 中 に 取
り まと め る 。

■ 府 省 ・地 方 自 治 体 間 の デ ータ 連 携 を 可 能 とす る
電 子 行 政 の 共 通 基 盤 と し て 、2013年 ま で に 国 民 ＩＤ
制 度 を 導 入 す る 。

⇒ ＩＴ 戦 略 本 部 ・「電 子 行 政 に 関 す る タ ス ク フォ ース 」が
「新 た な オ ン ライ ン 利 用 に 関 す る 計 画 に 係 る 提 言 」を
2011年 3月 に 発 表

⇒ 政 府 は 「社 会 保 障 ・税 に 関 わ る 番 号 制 度 に つ い て
の 基 本 方 針 」（2011  年 １ 月 31 日 政 府 ・与 党 社 会 保 障
改 革 検 討 本 部 決 定 ）に 基 づ き 、内 閣 府 「社 会 保 障 ・税
に 関 わ る番 号 制 度 に 関 す る 実 務 検 討 会 」（座 長 ：与 謝
野 大 臣 ）に お い て 、 2013年 を 目 標 に 国 民 ＩＤ 制 度 の 具
体 的 な 内 容 を 検 討 中
⇒ 6月 に 大 綱 策 定 、来 年 の 通 常 国 会 に 法 案 提 出 予 定

（（（（ １１１１ ）））） 国 民国 民国 民国 民 のののの 利 便 性利 便 性利 便 性利 便 性 のののの 向 上向 上向 上向 上 （（（（2001200120012001 ～～～～ 201 0201 0201 0201 0 年年年年 ））））
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政策目標項目政策目標項目政策目標項目政策目標項目 進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価

■文書の電子化、ペーパーレス化及び情報ネットワーク
を通じた情報共有・活用に受けた業務改革を重点的に
推進する。

⇒電子情報と文書に関しては、2005年4月に「e-文書
法」が施行
⇒「ペーパーレス化のための業務改革を実施し、行政主
体間における情報の収集・伝達・共有・処理の電子化、
都道府県、市町村のレベル毎に地方公共団体によるシ
ステムの共有等を奨励し、2003 年度までに全地方公共
団体の総合行政ネットワークへの接続の完成」の目標
は未達成
⇒「e-JapanⅡ」にて、「業務分析の実施、業務プロセス
等の抜本的な見直しを通じて、2005年度末までのできる
限り早期に、各業務・システムの最適化にかかる計画を
策定する」に、目標を再設定しているが、具体的な計画
は策定されていない

■業務分析の実施、業務プロセス等の抜本的な見直し
を通じて、2005年度末までのできる限り早期に、各業
務・システムの最適化にかかる計画を策定する。

⇒「最適化ガイドライン」を2004年2月に策定したものの、
業務プロセスの抜本的な見直しについては、「行政主体
間における情報の収集・伝達・共有・処理の電子化、都
道府県、市町村のレベル毎に地方公共団体によるシス
テムの共有、全地方公共団体の総合行政ネットワーク
への接続の完成」などが遅滞しているため未達成

⇒「ＩＴ新改革戦略」にて、「2006年度早期に、ＩＴ戦略本部
の下に、電子政府評価委員会を設置し、業務・システム
最適化等に関し、費用対効果の観点も含め厳正な審
査・評価を行う」に、目標を再設定

■2006年度早期に、ＩＴ戦略本部の下に、「電子政府評
価委員会」を設置し、業務・システム最適化等に関し、費
用対効果の観点も含め厳正な審査・評価を行う。

⇒電子政府評価委員会を2006年8月に設置
⇒2008年4 月に内部管理業務の改革（ＢＰＲ）基本方針
として、「ＩＴを活用した内部管理業務の抜本的効率化に
向けたアクションプラン」を策定
⇒2008年度に電子政府評価委員会は、「運営管理コス
トが国民の便益を上回る」との理由により、文部科学省
と防衛省の２システムを停止。また、2009年度末には、
内閣府、公正取引委員会、警察庁、総務省、財務省、厚
生労働省、農林水産省に係る８つの電子申請システム
を停止
⇒但し、業務・システム最適化の徹底をさらに推進させ
るための行政情報システムの共同利用や統合・集約化
は遅滞

■業務・システム最適化の徹底をさらに推進するため、
行政情報システムの共同利用や統合・集約化を進め
る。

■国民・企業等の相互に連携させるべきデータの種類
や範囲を明らかにすること

■国民・企業等に関する行政情報が、他の行政機関と
共有される場合には、国民・企業等に対して、求めては
ならない旨のルール化

■国・地方行政の総合ポータル機能、行政情報共同利
用支援センター（仮称）の構築・運営の具体化

⇒本戦略策定直後の政権交代により、殆ど実施されて
いない。業務・システムの最適化については、民主党連
立政権で取り纏められた、「新たな情報通信技術戦略：
国民本位の電子行政の実現」にて、「政府情報システム
について、徹底した業務改革をした上で、費用対効果を
踏まえたシステムの構築・刷新を進める」に、目標を再
設定

⇒行政情報システムの共同利用や統合・集約化、なら
びに、国民・企業等の相互に連携させるべきデータの種
類や範囲などについても、施策を再設定

⇒「行政情報二重請求の禁止」のルール化は未達成
■政府情報システムについて、徹底した業務改革をした
上で、費用対効果を踏まえたシステムの構築・刷新を進
める。

⇒「新たな情報通信技術戦略：国民本位の電子行政の
実現」の工程表では、2010～2011年の短期には、「業務
の見直しとして、ＩＴ戦略本部は内閣府・総務省の協力を
得ながら、行政刷新会議と連携推進する」「政府の情報
システムの統合・集約化については、業務の見直しを推
進する」との表記のみ。また、2012～2013年の中期に
は、「内閣府・総務省の協力を得ながら、ＢＰＲの手法を
横展開しつつ、行政刷新会議と連携して業務の見直しを
推進する」との表記のみで、具体策は無し

（（（（２２２２））））ITITITITをををを活用活用活用活用したしたしたした行政業務行政業務行政業務行政業務ののののプロセスプロセスプロセスプロセス革新革新革新革新（（（（BPRBPRBPRBPR）（）（）（）（2001200120012001～～～～2010201020102010年年年年））））
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政策目標項目政策目標項目政策目標項目政策目標項目 進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価進捗状況評価

■政府は主要プロジェクトについて、運用費・開発
費別の投資の見込み額、および、その効用を国民・
事業者に明らかにする。2003年度中に、計画の実
施状況について評価・分析し、その後、新計画を策
定・実施する。その際、高度情報通信ネットワーク
社会推進戦略本部を中心に各省庁間の有機的な
連携を確保する。

⇒「５年以内に世界最先端のIT国家となる」との明
確な目標は明示されている
⇒運用費・開発費別の投資の見込み額と、その効
用については、国民・事業者に対し説明不足
⇒「2003年度中に実施状況について評価・分析後、
新計画を策定」については、「e-JapanⅡ」にて実施
されている
⇒高度情報通信ネットワーク社会形成基本法：第26
条によるＩＴ戦略本部の権能は、「重点計画を作成
し、その実施を推進すること」のみであり、各省庁間
の有機的な連携や推進を実現するための統括的な
権限は付与されておらず、実態としては連携が確保
されているとは言い難い

■IT 戦略本部による主導体制の確立：予算要求の
過程において、過去の政策評価を踏まえた重複投
資の回避、優先順位等の判断、更に方策実施の過
程において、進捗状況の管理、事後評価等をIT戦
略本部が責任を持って行う。
■特に府省横断的な方策については、関与する複
数の府省を統括してその整合的で効果的な実施を
確保する等、IT 戦略本部の役割を強化することが
必要である。
■民間有識者等から構成される評価機関を、IT 戦
略本部傘下の専門調査会として新たに組織する。
この機関は、新戦略に関する政府の取り組み状況
を事後評価を行う。

⇒高度情報通信ネットワーク社会形成基本法：第26
条によるＩＴ戦略本部の権能は、「重点計画を作成
し、その実施を推進すること」のみであり、各省庁間
の有機的な連携や推進を実現するための統括的な
権限は付与されておらず、実態としては連携の確保
や優先順位の付与・管理がされているとは言い難
い
⇒予算要求の過程において、過去の政策評価を踏
まえた重複投資の回避、優先順位等の判断につい
ては、基本的には各省庁で実施
⇒評価専門調査会を設置、事後評価を実施して、
報告書（2004～2005年）を公表
⇒尚、各府省情報化統括責任者連絡会議の決定
により、2003年12月までにＣＩＯ補佐官の設置・登用
を実施

■選定された重点政策課題について、評価専門調
査会の下に課題毎の分科会を設置し、継続的な評
価をより強力に推進するために必要となる適切な調
査等が可能な体制等の確保を行う。

■ＩＴ戦略本部の下に、府省共通業務・システムの
工程管理、経費の効率的運用を図るための調整等
を行う体制を2006年度早期に整備する。

■2006年度早期に各府省内に情報システム開発
等について責任を持って統括する体制（ＰＭＯ）を整
備する。

⇒電子政府評価委員会を設置、事後評価を実施し
て、報告書（2006～2008年）を公表
⇒2008年度に電子政府評価委員会は、「運営管理
コストが国民の便益を上回る」との理由により、文部
科学省と防衛省の２システムを停止。また、2009年
度末には、内閣府、公正取引委員会、警察庁、総
務省、財務省、厚生労働省、農林水産省に係る８つ
の電子申請システムを停止

⇒府省共通業務・システムの工程管理、経費の効
率的運用を図るための調整を行うため、内閣官房
にGPMO（電子政府推進管理室）を2006年4月に設
置
⇒各府省にＰＭＯ（プログラムマネジメントオフィス）
を2006年4月に設置

■電子政府と行政改革を担う政府ＣＩＯを任命し、予
算の調整や配分等の必要な権限と組織を早期に整
備する。

■各府省ＣＩＯについて、電子政府プロジェクトの専
担的な実施責任者として役割を明確化する。

⇒本戦略策定直後の政権交代により、実施されて
いない。政府ＣＩＯの任命については、民主党連立
政権で取り纏められた、「新たな情報通信技術戦
略：国民本位の電子行政の実現」にて、「電子行政
推進の実質的な権能を有する司令塔として政府ＣＩ
Ｏを設置し、行政刷新と連携して行政の効率化を推
進する」に、目標を再設定
⇒現行制度では、各府省ＣＩＯは官房長が兼任して
いることから、電子政府プロジェクトの専担的な実
施責任者として役割の明確化については不十分
⇒電子政府評価委員会は2009年12月以降は休会

■共通システム開発・運用における行政機関横断
の体制を構築する。

■電子行政推進の実質的な権能を有する司令塔と
して政府ＣＩＯを設置し、行政刷新と連携して行政の
効率化を推進する。

⇒「新たな情報通信技術戦略：国民本位の電子行
政の実現」の工程表では、2010～2011年の短期に
は、IT戦略本部は総務省の協力を得ながら、行政
刷新会議と連携して業務の見直しを推進、2011 年
度中に行政機関横断体制の方向性の検討、2012
～2013年の中期には、IT戦略本部は総務省の協力
を得ながら、ＢＰＲの手法を横展開しつつ、行政刷
新会議と連携して業務の見直しを推進、政府ＣＩＯ等
新たな推進体制の下で、効率的・効果的な共通シ
ステムの開発・運用の推進
⇒ＩＴ戦略本部・「電子行政に関するタスクフォース」
が「電子行政推進の基本方針」（3月発表予定）にて
政府ＣＩＯの設置と権能の明確化を提言

（（（（３３３３））））推進体制推進体制推進体制推進体制のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実（（（（2001200120012001～～～～2010201020102010年年年年））））
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３３３３．．．．これまでのこれまでのこれまでのこれまでの電子政府推進電子政府推進電子政府推進電子政府推進のののの問題点問題点問題点問題点 
前章の「これまでの施策：その概要と評価（2001～2010）」における政策レビューに

て、明らかとなった電子政府推進での問題点は、以下の通りである。 

 

（（（（１１１１））））「「「「利用者利用者利用者利用者視点視点視点視点」」」」がががが十分十分十分十分でないでないでないでない電子政府電子政府電子政府電子政府のののの推進推進推進推進 

下記の電子政府に関する経産省と総務省が実施したアンケート結果によると、

国民は「住民票や戸籍はネットで取れるようにして欲しい」「24時間・365日のノン

ストップサービスの提供（をして欲しい）」などについて、強いニーズがあることを

示している。 

例えば、ノンストップサービスについては、2003 年の『e-Japan 戦略 II』に、

「2005 年度末までに総合的なワンストップサービスの仕組みや利用者視点に立

った行政ポータルサイト等を整備する」と記されているものの、政府は依然として

実現できていない。 

その要因として、政府はこれまで様々な関連施策を実施してきたものの、提供

者側（行政サイド）の視点（目線）による、「情報基盤整備（インフラ整備）」ならび

に「既存の制度・手続きのＩＴ化」などが中心であり、利用者視点（目線）からの電

子政府の推進が十分ではなかったからである。 

そのことは、電子政府評価委員会の 2008 年度報告書にも、「単に紙をベース

にした既存の業務をシステム化するという発想ではなく、いかに利用者（国民及

び企業）の利便性の向上を実現できるか、あるいは関係機関のコスト削減につな

がるかといった点に主眼を置くべきである」と指摘されている。 

 

図―１ 電子政府に関する経産省と総務省のアンケート結果 

 

出典：ＩＴ戦略本部  
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図―２ 行政ワンストップサービスに関する各種アンケート結果 

 
出典：ＩＴ戦略本部  

 

図―３ 電子申請に関する各種アンケート結果 

 

出典：ＩＴ戦略本部  

 

一方、韓国では電子政府による国民への行政サービスが非常に充実している。

例えば、下記の表の通り、韓国ソウル市江南区では、「自宅等のプリンタで交付

可能な証明書」は６種類（住民登録票謄本・住民登録票抄本・土地台帳謄本な

ど）があるものの、日本では何れも実現できていない。また、韓国では行政情報

の共同利用により、多くの行政手続きのワンストップサービスが運用されている。 

住民登録謄本・戸籍謄本・印鑑登録・不動産登記・国民年金・国民医療保険な

ど、多くの行政制度において日本と共通点が多い韓国では、既に電子政府では、

高いレベルでの行政サービスの提供ができている。さらに、韓国政府の IT 関連

予算は、例えば、「31 大重点計画」（2003～2007 年）では、総額で約 1 兆 1170 億

ウォン(日本円で約 894 億円)のみであったことにも、留意すべきである。 
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表－４ 韓国：共同利用対象行政情報とプリンタ・ＫＩＯＳＫで交付可能な証明書 

 

出典：ＩＴ戦略本部  

 

（（（（２２２２））））実行実行実行実行をををを担保担保担保担保するするするする政治的意思政治的意思政治的意思政治的意思のののの不在不在不在不在 

①①①①政策達成目標政策達成目標政策達成目標政策達成目標のののの先送先送先送先送りりりりがががが繰繰繰繰りりりり返返返返されたされたされたされた戦略戦略戦略戦略とととと工程表工程表工程表工程表 

成長戦略や規制改革など他の政策課題にも共通した問題であるが、前章まで

の進捗状況のとりまとめと評価を見ても分かるとおり、戦略・計画・工程表は策定

されるものの、その政策実行が担保されず、どのような成果があがったのか、ま

た、積み残された課題は何かが十分に評価され、それを次の政策実現に活かす

ことはできておらず、結果として新しい戦略・計画を策定し、実質的に政策達成目

標を先送りすることが繰り返されてきたと言える。 

例えば、「行政手続のワンストップサービス」に関しては、2001 年の『e-Japan

戦略』では、「2003 年までに国が提供する実質的に全ての行政手続きをインター

ネットで可能とする」と記されていたが、目標期限は達成されず、その後、2003年

の『e-Japan 戦略 II』では、「2005 年度末までに総合的なワンストップサービスの

仕組みや利用者視点に立った行政ポータルサイト等を整備する」と修正され、

2006 年の『IT 新改革戦略』では、「国・地方公共団体に対する申請・届出等手続

におけるオンライン利用率を 2010 年度までに 50％以上とする」と目標が後退し

た。政権交代後の 2010 年に取りまとめられた、直近の『新たな情報通信技術戦

略』では、「業務プロセスを徹底的に見直すという考え方の下、オンライン利用に

関する計画を 2010 年度中に取りまとめる」と、さらに目標が曖昧になっている。 

こうした先送りを生む最大の原因は、実行を担保する政治的意思と仕組みの

構築が希薄だったことにある。ＩＴ黎明期であった『e-Japan 戦略』（2001）では、
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「５年以内に世界最先端の IT 国家となることを目指す」という大目標の下、「５年

以内に超高速アクセスが可能な世界最高水準のインターネット網（少なくとも

3000 万世帯が高速インターネットアクセス網 に、また 1000 万世帯が超高速イ

ンターネットアクセス網 に常時接続可能な環境）を整備する」とか、「2003 年に

1998 年の 10 倍を大幅に上回る電子商取引市場を実現する」、「2003 年度には

電子情報を紙情報と同等に取り扱う行政を実現する」などのように、実現できた

かどうかは別にして、具体的なターゲットを設定して明確で強力な政策目標と意

思が掲げられている。森喜朗総理大臣が 2000 年臨時国会における所信方針演

説において、「IT」という言葉を繰り返し述べるなど、政治の強い意思も明らかで

あった。しかしながら、その後の歴代政権下では、明確なメッセージは発信されて

いないため、政治的意思は感じられず、政策目標も利を追う毎に曖昧なものへと

置き換えられてきている。 

 

②②②②真真真真のののの政府政府政府政府 CIO のののの不在不在不在不在 

政治的意思の不在を象徴するのが、真の意味での「政府 CIO（最高情報責任

者）」が不在という事実である。 

  企業経営においても、経営トップに明確な意思がなければ、CIO は形式的な

存在となり、実質的には機能しない。ＩＴが企業活動・経済活動に重要な役割を占

めることが認識されるようになると、多くの企業で「ＩＴ戦略」の経営的位置づけは

引き上げられ、CIO の任命、権限強化、あるいは、そのあり方の見直しなどが絶

えず行われている。昨今の幾つかの事象を見れば明らかなとおり、ＩＴの問題・課

題は、企業活動の死命を握る場合すらある。こうした「技術や環境の変化」が明

確に認識され、「変化に即した対応」が必要なのは、何も民間の経済活動に限ら

れたことではない。例えば、e-Japan戦略が策定された、2000年当時、個人の金

融取引や消費活動を 24時間 365日、自宅で実施するということは到底不可能で

あった。しかし、今日、その多くは実現され、銀行取引やショッピング、レジャー・

サービスの予約など多くの経済活動は在宅で実現可能である。これを考えれば、

2000 年当時「世界最高の電子政府、24 時間 365 日の電子行政サービスの提

供」という目標は、十分先進的なものであったし、方向も間違えていたわけではな

い。問題は、「その前進が、（使用された費用に比べて、あるいは民間部門と比べ

て）あまりに遅い、あるいは、殆ど進んでいない」という実状なのである。これは、

「政策の方向」は正しくとも「それを推進する意志が欠如していた、あるいは、薄弱

であった」と考えられても仕方ない。 

 

政府はこれまで、各府省庁にCIO、CIO補佐官、PMO（プログラム・マネジメン

ト・オフィス）を設置し、ＩＴ戦略本部とその下に置かれた CIO 連絡会議が、電子政

府の企画・立案・推進を担うべく体制を整備してきた（図―１参照）。すなわち、形

式は整備されてきている。しかし、そもそもＩＴ戦略本部に予算と権限が一元化さ

れておらず、政府として全体最適化を図ることは困難であり、現行の体制が十分

に機能しているとは言えない。これは、形式を機能させる実質的な権能の付与や
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人的資源の配置がされていないのが最大の理由であろう。 

自民党連立政権下の歴代内閣では IT 担当大臣は任命されていたものの、

徐々に「兼務化」されていき、更に、民主党連立政権下では不在となり、現在は

「文部科学大臣／内閣府特命担当大臣（科学技術政策）」の所掌業務の一部とし

て位置づけられている。結果として、もともと不十分だった電子政府の司令塔機

能は、ますます弱体化し、今や、政策推進のための政治的リーダーシップは、到

底発揮できる状況ではない。つまり、政策的優先順位自体が相対的に低下して

きているのである。 

 

図―４ 我が国の電子政府の推進体制（現行） 

 

出典：ＩＴ戦略本部  

 

③③③③政治的意思不在政治的意思不在政治的意思不在政治的意思不在のののの好例好例好例好例：：：：先送先送先送先送りされりされりされりされ続続続続けたけたけたけた共通基盤共通基盤共通基盤共通基盤であるであるであるである国民国民国民国民ＩＤＩＤＩＤＩＤのののの導入導入導入導入 

政治が決断しないために、進捗が遅れ、結果として相当な行政のロスを招いた

と考えられる典型例が国民 IDの問題である。国民 IDの導入は、電子政府を支え

る共通基盤であり、電子政府を推進するのであれば、最重要かつ最優先政策と

して取り組むべきものであった。しかし、所得を正確に捕捉されることへの抵抗、

個人情報保護の観点からの懸念など、一部の国民からの反発を恐れ、国民 ID

の導入は今日に至るまで先送りされてきた。 

その結果、行政手続きのワンストップサービスなどは遅々として進展していな

い。また、政府内で様々なシステムがそれぞれ異なる形で国民に関するデータを

保有している状態で、その連携も突合も行われていないため、国民には余計な

入力やデータ入手の手間と時間を生じさせるとともに、システムの維持メンテナン

スや、事後的なデータ不整合の是正などに膨大なコストが必要な事態を招いて
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いる。「年金について 5000 万件もの行方不明のデータが存在し、年金を受領で

きる筈の人が受け取れていない可能性がある」「坂本龍馬よりも年長の日本人が

生きていることになっている」といった事態は、その典型であり、整備された国民

ID に基づき、各種の情報システムの間の突合・調整が十分に行われていれば、

少なくともこうした国民的なロス、行政の不整合は相当程度回避できた筈である。 

 

ようやく、政府は「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」（2011 

年 1月 31 日政府・与党社会保障改革検討本部決定）に基づき、内閣府「社会保

障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」において、2015年 1月（注3）の利

用開始を目指し、番号制度の制度設計が本格的に議論されている（図―５ 社会

保障・税に関わる番号制度：利用範囲をどうするかをご参照）。 

しかしながら、政府は対象範囲を、C 案：スウェーデン型「幅広い行政範囲で利

用」ではなく、B 案（税と社会保障）での、限定した分野での導入を検討している。

最初の導入が限定された分野から開始されることは問題ないが、将来を見据え

た制度とシステムの設計を誤ると、将来的な拡張ができず、また、今度は「社会

保障・税」と他システムの間の不整合（例えば各種手当ての支給など）が発生す

る可能性があるという点は、十分留意されるべきである。 

 

図―５ 社会保障・税に関わる番号制度：利用範囲をどうするか 

 

出典：社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会 

 

                                            
3
今後のスケジュールとして、2011 年 6 月「社会保障・税番号大綱」（仮称）の公表、秋以降可能な限り

早期に「番号法（仮称）」案、関係法律の改正法案を提出、2014 年 1 月第三者機関設置、6 月全国民

に「番号」配布（ＩＣカードの国民への配布を検討）、2015年1月税務分野等のうち可能な範囲で利用開

始、以降段階的に範囲を拡大することを予定している。 
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（（（（３３３３））））司令塔司令塔司令塔司令塔としてとしてとしてとして機能機能機能機能していないしていないしていないしていない IT 戦略本部戦略本部戦略本部戦略本部 

①①①①IT 戦略本部戦略本部戦略本部戦略本部とととと他省庁他省庁他省庁他省庁とのとのとのとの関係関係関係関係 

2000 年に制定された「IT 基本法」の第 25 条・第 26 条において、施策を迅速

かつ重点的に推進するため、内閣にＩＴ戦略本部を設置し、重点計画を作成し、

及びその実施を推進すると規定されている。現在のＩＴ戦略本部の所掌業務では、

「電子政府の総合窓口 e-Gov」などの一部の業務を除くと、政策を実行する組織

や各府省庁に対する指導力を有していない。 

  このため、各府省庁の垣根を超えて行政プロセスの見直しや統一化を図るこ

とは困難であり、各府省庁は、独自に「IT 化の予算」を確保し、「行政業務の IT

化」を実施している。その結果、各府省庁のシステムのアーキテクチャやデータ

仕様は全く不統一で、同じようなデータを幾つものシステムがそれぞれ保有し、

その更新や再構築のために多額の費用が重複投資されるだけでなく、国民や企

業の利便性は向上しないといった状況になっている。 

  また、総務省（旧行政管理庁）にも、政府の情報システムや個人情報に関する

調整部局が存在しているが、一府省庁である総務省が総合調整機能を持つに

は限界があり、十分な指導力が発揮できているとは言いがたいのが、現状であ

る。さらに、中央政府（各府省庁）と地方自治体が一体となった電子政府化につ

いても、IT戦略本部と総務省がそれぞれ所管していることから、推進が遅れてい

る。 

 
②②②②PDCAがががが回回回回されてきたかされてきたかされてきたかされてきたか 

司令塔としての大きな役割として、各戦略・計画・プログラムのPDCAを回すこ

とが必要であるが、他の政策同様、真の意味での PDCA は回っていない。 

   『e-Japan 戦略 II』では評価専門調査会が設置され、５回の中間報告書を経

て、2005 年 12 月には報告書が取りまとめられた。『IT 新改革戦略』では電子政

府評価委員会が設置され、2006年度から 2008年度については、毎年評価報告

書が作成され、施策の進捗状況が公表されている。各報告書で指摘された達成

出来ていない、あるいは、進捗状況が遅れている施策については、翌年度の「重

点計画―200X」が策定され、フォローアップが行われており、PDCA サイクルは

十分とは言えないかも知れないが、一時、機能していた。 

その一例として、2008 年度の電子政府評価委員会では、「オンライン利用拡

大行動計画」について検討を行い、利用率が低く申請１件あたりのコストが高額

であることや、利用件数の向上等の見込みや今後の改善方策の有無等を勘案し

た結果、運営管理コストが国民の便益を上回ることから、文部科学省と防衛省の

２システムを停止させたことが挙げられる。 

しかしながら、それ以降の各戦略下では、評価委員会などが有効に機能して

いなかったり、もしくは、設置されていない結果、定点的な進捗状況評価が政策

に反映されておらず、PDCA サイクルは機能していない。 
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    （（（（４４４４））））IT 技術特性技術特性技術特性技術特性をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた統合的視点統合的視点統合的視点統合的視点とととと政策実施機能政策実施機能政策実施機能政策実施機能のののの不在不在不在不在 

            ①①①①アナログアナログアナログアナログのののの組織組織組織組織・・・・プロセスプロセスプロセスプロセスをををを電子化電子化電子化電子化するするするする愚愚愚愚 

政策投資金額に比べて、電子政府推進策が十分な成果を上げていない一つ

の理由は、IT 技術が「膨大な量のデータを高速・正確に処理し」、かつ、「距離の

制約なく多数の人・拠点をつなぐことができる」という特性を持ち、かつ、その分野

では日進月歩の技術進歩が進んでいるにも関わらず、それが「政策実施」の段

階で、従来のアナログ行政の視点に引きずられ、アナログの組織・アナログの行

政プロセスをそのまま電子政府に持ち込んだためではないかと考えられる。この

ため、「縦割りの弊害」「硬直的な予算と執行」といった、かねてから指摘されてい

た行政上の課題が、そのまま電子政府にも持ち込まれてしまっている。 

その典型的な例が、先に述べた住民基本台帳、税、戸籍、社会保障といった

システムの不整合である。 

また、転居・転出などの際のワンストップサービスについて、政府の取り組み

が遅々として進まない一方で、経済産業省が実施した「引っ越しワンストップ」の

実験では、公共部門は水道事業のみの参加であったのに対し、電力・ガスといっ

た公益企業や引っ越し事業者などの民間部門の多くが参加し、その利便性につ

いて一定の評価が得られたという事例は、象徴的な出来事であろう。 

民間部門において IT は、むしろ「こうした硬直化の打開」のための武器として

使われることを考えれば、単に「今ある行政プロセスの電子化」を行うだけでは十

分でないどころか、現実の非効率な行政プロセスを固定化させることにもなりか

ねず、総括的な視点からの「行政業務プロセスの革新（BPR）」を伴いながら電子

政府化（IT 化）は推進されなければ意味はない。 

 

②②②②不十分不十分不十分不十分なななな技術的検討技術的検討技術的検討技術的検討・・・・検証検証検証検証 

また、「電子政府の推進」にあたって、技術的な検討・検証が十分行われてき

たかについても、疑問が残る。すでに何度か指摘されてきたことだが、政府の巨

大な行政情報システムは、依然として巨大なコンピュータを中核としたレガシーな

技術で構成されているものが多い。他方、近年世界で見られるような、インターネ

ットを介した SNS など、社会を変革させるほどの大きな動きは、最新の技術で全

面武装されている。また、クラウドコンピューティングなど新しい情報インフラ技術

も普及しつつある。従来型の技術で、新しい動きに対応することが不可能という

訳ではないが、それには大きなコストや時間がかかりがちであることに留意すべ

きである。 

なお、新技術への移行の際には、IT 関連企業（ベンダー）の行政機関（行政情

報）の囲い込みによる諸課題（情報システムと行政情報の著作権の帰属問題な

ど）について、費用対効果・セキュリティー・利便性の観点から、適宜、柔軟にシス

テムの見直しが可能となる環境整備についても、検討が必要である。 
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    （（（（５５５５））））電子政府電子政府電子政府電子政府のののの最先進国最先進国最先進国最先進国とわがとわがとわがとわが国国国国とのとのとのとの比較比較比較比較 

以上のような評価を国際的な視点から検証するために、2010 年の同ランキング

第 1位である韓国と第 17位であるわが国を比較してみると、問題点は一層明確に

なってくる。韓国とわが国の比較をすると、一番評価の差が顕著なのは、「オンライ

ンサービス」の部分である。例えば、「週 7日 24時間での利用可能な納税・IDカー

ド申請・各種免許の更新などの行政サービスの提供」の評価項目では、わが国は、

韓国から大きく引き離されている。すなわち、先に述べたように「国民の利便性向

上」といった点でのかい離が著しい。 

韓国が同ランキングでの順位を大きく上げてきたのは、ここ数年の間である。こ

の間の韓国の政策を見れば、わが国がとるべき「具体的な政策アクション」につい

ても有意な示唆が得られてくる。こうした視点から考えると、韓国の政策として注目

されるのは 2001 年に制定された電子政府法であり、また、同法において整備と利

用が定められている国民 ID である。 

 

表－５ 韓国電子政府法の要旨 

 

■電子化文書を前提としている 

第 8 条 ：行政機関の主要業務は電子化を原則とし電子的処理が可能な業務は 

電子的に処理される 

第 33 条：行政機関への申請事項は、地方自治体を含む関係法令に関わらず 

電子文書で申請可能 

■行政へ出向かずに申請可能な環境を提供 

第 34 条：行政機関は、民願者が当該機関を直接訪問しなくても民願業務を処理 

することができるように関係法令の改善、必要な施設及びシステムの 

構築等諸般措置を準備する 

第 37 条：行政機関は、国民生活と関連した行政情報等をインターネットに掲示 

する方法で国民に提供する 

  ■行政情報を共同利用することが原則 

第 11 条：行政機関は、収集・保有している行政情報を他の行政機関と共同利用 

しなければならず、他の行政機関から行政情報の提供を受けることが 

できる場合には、同一内容の情報を別に収集しない 

■重複投資の禁止と標準化の推進 

第 13 条：行政機関がソフトウェアを開発する場合には、重複開発とならないよう 

な措置を採らねばならない 

第 25 条：電子公文書、行政コード及び行政機関において共通的に使用される 

行政業務用コンピュータ等の標準化のために必要な措置を採る 

■電子政府成果の評価と公開の義務化 

第 46 条：中央事務管掌機関の長は、各行政機関が推進した電子政府事業を 

総合評価し、その結果を情報化推進委員会及び国会に提出 

出典：NPO 法人東アジア国際ビジネス支援センター 
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韓国の場合、こうした法令によって「原則電子化（電子化しない場合に、その正

統性の立証が政府側に義務付けられる）」との方針が、実行担保され、また、推進

力を持たされている。 

特に、同法で規定された①「行政情報の共同利用の原則（情報の二重請求の禁

止）」（第 11 条）、②「重複投資の禁止と標準化推進の原則」（第 13 条・第 15 条）、

「電子政府成果の評価と公開の義務化」（第 46 条）などは、「国民の利便性向上」

「IT を活用した行政業務のプロセス革新（BPR）」「電子政府推進体制の整備」の上

で、強力な推進役となっている。 

一方、わが国では韓国の電子政府法に相当するのが、2000 年に制定された IT

基本法である。しかしながら、目指すべき理念、IT戦略本部の設置、計画の策定は

規定されているものの、この計画を実現していくための強制規定は IT 基本法には

存在しない。このため、わが国では実現のための担保力を持たない計画の立案と

改正が繰り返されているとも考えられる。 

 

 

４４４４．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき政策政策政策政策 

（（（（１１１１））））電子政府電子政府電子政府電子政府のののの停滞状況停滞状況停滞状況停滞状況のののの打破打破打破打破にににに資資資資するするするする国民国民国民国民 ID のののの導入導入導入導入 

～～～～発展可能発展可能発展可能発展可能なななな将来将来将来将来をををを見据見据見据見据ええええてててて国民国民国民国民ＩＤＩＤＩＤＩＤをををを最短期間最短期間最短期間最短期間かつかつかつかつ最小最小最小最小コストコストコストコストでででで導入導入導入導入をををを 

電子政府をめぐる停滞状況を打破するために、政府は共通基盤となる国民ＩＤ

の導入を最優先課題として取り組むことが求められる。 

現在、政府は「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」（2011 

年 1月 31 日政府・与党社会保障改革検討本部決定）に基づき、内閣府「社会保

障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」において、番号制度の制度設計

を検討している。 

国民 ID 制度は電子政府推進に不可欠な基盤であり、最優先重要課題である。

システム構築は最短期間で、最小コストにて行うべきであり、政府は目標とする

2013 年までの導入を、必ず達成すべきである。 

その制度設計に際し、以下の項目に留意すべきである。 

①①①①利用範囲利用範囲利用範囲利用範囲はははは C 案案案案にににに対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう設定設定設定設定しししし、、、、当面当面当面当面ははははＢＢＢＢ案案案案のののの範囲範囲範囲範囲でででで実行実行実行実行するするするする 

国民 ID の利用範囲については、政府には膨大な不稼働行政情報資産が

眠っており、それを適切に開放するだけで大きな市場が生まれ得ること、

すなわち情報資産の活用による新市場（ビジネス）の創造（例えば、レセプ

トのオンライン化）が期待できることから、システムは当面の利用範囲の

みに関わらず、発展可能な将来を見据えた設計を行った上で、優先順位

の高い分野から実装すべきである。 

したがって、C 案：スウェーデン型「幅広い行政範囲で利用」に、最短期間、

最小コストで移行可能な精度・システムの設計を行う前提で、実行に当た

っては、当面はＢ案（税と社会保障）を利用分野として優先させるべきであ

る。 
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②②②②セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ、、、、アクセスアクセスアクセスアクセス制御制御制御制御にはにはにはには最大限最大限最大限最大限のののの配慮配慮配慮配慮とととと対応策対応策対応策対応策をををを 

番号制度のセキュリティ、アクセス制御については、「国民自らが情報活

用について、一定のコントロールが可能であること（行政機関が保有する

自己に関する情報について、国民が内容を確認できる仕組みの整備）」

「偽造・なりすまし等の不正行為を防ぐこと」「目的外利用の防止を原則と

すること」など、最大限の配慮と対応策が必要である。具体的には、現行

の個人情報保護法の見直しの動きも踏まえ、行政機関による運用やアク

セスの状況を監視する第三者機関を創設するのも一案であろう。 

 

③③③③開発開発開発開発・・・・導入導入導入導入コストコストコストコストとととと運用運用運用運用コストコストコストコストのののの透明性確保透明性確保透明性確保透明性確保をををを 

内閣府の社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会「中間取りまと

め」（2010 年 6 月）には、現在、数千億のコストが必要との推計が公表さ

れているが、その算出根拠も不明であり、実現方式と投資の妥当性の判

定は不能である。専門家による深い検討を行った上で、再度積算をし直し

て、政策判断の材料に資するべきである。当然のことながら、制度導入に

際しては、開発・導入コストと運用コストの透明性確保を図るべきである。 

 

④④④④特命特命特命特命チームチームチームチーム（（（（TF））））のののの編成編成編成編成をををを 

行政機関の政策担当者は通常２～３年程度で人事異動が行われるが、

政府の政策推進体制を確保するために、システム完成まで責任者や主要

メンバーを固定した、特命チーム（TF）を編成することが求められる。 

 

    （（（（２２２２））））「「「「電子政府推進基本法電子政府推進基本法電子政府推進基本法電子政府推進基本法（（（（仮称仮称仮称仮称））））」」」」のののの制定制定制定制定 

  「IT 基本法」と対をなし、これに謳われた理念を実際に実行していくための、

「電子政府推進基本法（仮称）」を制定すべきであると考えられる。「IT基本法」に

は、その目指すべき理念や、計画の策定は謳われているが、逆に、同法に基づ

いて作成された計画が遅れ、あるいは、実現されなくとも、何の法的な問題も生

じない。つまり「実行のための強制力、或いは推進力」は存在しないのである。こ

うした状況を踏まえ、「やると決めたことは、法的な執行力をもって実現させるた

めの推進法規」が必要ではないかと考えられるのである。 

  自民党連立政権下、2008 年 6 月に発表した「IT 政策ロードマップ」には、 

「行政事務の電子的処理を原則化するとともに、行政手続のオンライン利用を飛

躍的に拡大し、次世代のワンストップ電子政府の実現に資する基盤を整備する

ため、行政手続オンライン化法を全面改正することにより、電子政府を強力に推

進するための新たな通則法を整備する。また、我が国全体として電子政府を総

合的に推進する『司令塔』機能も併せて強化する」と記され、法案の準備も検討

されたが、結局、2009 年度の通常国会に法案は提出できずに、今日に至るまで

通則法（基本法）は制定されていない。 

また、民主党の一部には、議員立法で政府CIOの設置を目的とした関連法案

を、議員立法で成立を図る動きもある模様である。 
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ただ、これらの立法構想は、電子行政推進のための一断面を切り取った法令

に過ぎないとも考えられ、電子政府の実現に対する政治的意志を明確にし、政

策推進体制の再整備と強化を図るためにも、より総合的・統括的な「電子政府推

進基本法（仮称）」の早期制定をめざすべきである。 

その際、同法には以下の内容を盛り込むことが求められる。 

① 予算予算予算予算・・・・権限権限権限権限のののの一元化一元化一元化一元化：：：： 

政府 CIO 及びそれを支える組織に電子政府関連予算の計上、または

調整権限を一元化し、各府省庁に対して全体最適化と進捗状況管理

が可能な体制を構築する（政府 CIO、新 IT 戦略本部など）。 

 

② 行政行政行政行政コストコストコストコスト削減目標削減目標削減目標削減目標をををを伴伴伴伴ったったったった計画策定計画策定計画策定計画策定のののの義務付義務付義務付義務付けけけけ：：：： 

行政業務プロセスの革新（BPR）を徹底するため、行政コスト削減目標

の策定を義務付け、電子化関連予算の計上とリンクさせるといった仕

組みを構築する。場合によっては、これに加え、行政文書、予算書、公

会計資料の統一化、ならびに、行政情報資源の共通化と共有化を促

進させるための「BPR 推進法」 を制定するのも一案である。いずれに

せよ「行政電子化」を「BPR の推進」と強制的にリンクさせていくために

は、何らかの法的枠組みによって、これを担保することが必要である。 

 

③ 「「「「個人情報個人情報個人情報個人情報のののの二重請求二重請求二重請求二重請求のののの禁止禁止禁止禁止」」」」 

「電子政府推進法」に基づき、少なくとも電子化されたシステムに登録

されている個人情報の二重請求を禁止する。それで十分担保されな

い場合には、行政機関間の情報連携の促進と、行政手続における添

付書類を削減するために、「個人情報二重請求禁止法」の制定も検討

されるべきである。 

 

④ 情報公開情報公開情報公開情報公開のののの徹底徹底徹底徹底：：：： 

IT 関連入札の結果だけでなく IT 関連予算の費用対効果を、「日本版

usaspending.gov（IT Dashboard）（注4）」」のWeb Site で公表するな

ど徹底した情報公開と、政策評価（PDCA サイクル）の強化を図る。 

 

⑤ 国国国国とととと地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化 

   国と地方自治体を含めた電子政府の全体最適化を図るため、予算・政

策・進捗状況管理などを、定期的に協議する場を設定する。 

 

 

                                            
4 ITダッシュボードは 、政府支出の中でも特にIT関連事業への支出・効果・進捗状況に関する情報を

省庁・事業分野別に提供しているサイトで、IT 投資プロジェクト 7,000 件以上の概要（主要プロジェクト

800 件については詳細情報）を公開している。 
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    （（（（３３３３））））真真真真にににに機能機能機能機能するするするする政府政府政府政府 CIOCIOCIOCIO のののの設置設置設置設置    

政府はこれまでに各府省庁にCIOの設置、CIO補佐官の設置、PMOの設置

等の施策を推進してきたものの、十分に機能していない。現在、政府は政府CIO

（注5）の設置を検討しているが、屋上屋を重ねるような形式的なポストにならな

いようにすべきである。 

例えば、表－５の通り、政府のＩＴ関連予算要求は各府省庁の縦割りで行われ

ているが、全体最適化を図るためには政府 CIO の下に、一元化を図ることが求

められる。 

 

表―６ 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する平成 22 年度予算について 

 

出典：ＩＴ戦略本部  

 

したがって、政府 CIO の設置にあたっては、①政府 CIO の権限、②政府 CIO

に求められる要件（資質など）は、以下のようにすべきである。 

①①①①政府政府政府政府ＣＩＯＣＩＯＣＩＯＣＩＯのののの権限権限権限権限：：：： 

各府省庁と各地方自治体を含めた、電子政府関連政策の全体最適化を

図るべく、省庁横断的な政策立案機能を持ち、それに基づく予算について

は、その一括要求権能を持つべきであり、必要であれば、執行の権能も

持つべきである。 

 

②②②②政府政府政府政府ＣＩＯＣＩＯＣＩＯＣＩＯにににに求求求求められるめられるめられるめられる要件要件要件要件：：：： 

政府 CIO に求められる要件（資質）として、情報通信技術・情報システム

アーキテクチャーに関する知見は当然のこととして、それ以外に、立法・行

                                            
5 米国では 2009 年 3 月に大統領府に連邦政府 CIO を設置（初代 CIO にビベック・クンドラ氏：Vivek 

Kundra：行政管理予算局電子政府・IT 室長兼各府省 CIO 評議会事務局長）している。また、英国では

2006 年 6 月、内閣府に政府 CIO を設置している。 
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政制度、組織経営（マネジメント）、業務プロセス改革に関する知見、その

他に調整能力・コミュニケーション能力などがあげられる。したがって、民

間も含め広く適任な人材を求めるべきである。なお、ＩＴ戦略本部長でもあ

る総理大臣による、政府CIOへの強力な協力連携と支援が必要不可欠と

なる。 

 

さらに、政府 CIO を支えるスタッフについては、ＩＴ専門家のみならず、マネジメ

ント能力のみならず、各種専門知識や業務経験がある、企業経営者、監査法人

関係者、コンサルティング会社、有識者など民間にも広く人材を求めるべきであ

る。 

 

以上 
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